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機関故障関連事故等が起こると、「どうして○○が･･･。」と考えますが、その予兆に気付

いていたこともあると思います。まず、実際に発生した機関故障関連事故等の事例を次のと

おり挙げてみました。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、第３章では、第２章に示した機関故障関連事故等の事故等種類別及び機器等別の発

生状況から、発生件数が多いものを取り上げ、操縦者が機関故障の予兆を「感じた。」こと及

び「事故後に思った。（事故前に気付けばよかった。）」こと、事故等の防止対策に関する

情報提供を行います。 

機関故障を防ぐためには、事故やインシデントに至る前の状況を把握することが重要です。

その方法として、次のようなことが重要ではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．機関故障関連事故等の事例 ~事例紹介のポイント~ 

３．機関故障関連事故等の事例 ~具体的な事例～ 

◆ どうして主機が故障したのか？ 
◎ 主機の燃料ハンドルを上げ過ぎて過負荷となり、冷却水及び潤滑油が過熱し、機

関のシリンダライナ、ピストン等を焼損 

◎ 主機冷却清水の防錆剤濃度が下がり、主機本体に腐食による破孔が発生 

◆ どうして火災が発生したのか？ 
◎ 電気配線の被覆が劣化して剝離し、裸線が接触して過電流が流れ、発熱、出火 

◎ 係船中、無人の船内でバッテリに充電していたところ、電気配線が短絡して被覆

が燃えて周囲の可燃物に引火 

◆ どうして浸水したのか？ 
◎ 船尾管軸封装置へのフラッシング水（潤滑水）のホースが外れて送水が途絶え、

船尾管軸受が焼き付き、船内に漏水して浸水 

◎ 海水系統配管の腐食、潤滑油や冷却清水の冷却器本体カバーに腐食、保護亜鉛取

付けプラグ孔が腐食して同プラグの脱落が発生し、漏水して浸水 

◆ どうして転覆したのか？ 
◎ 機関が急に停止して運航不能となったところ、船体に横波を受け、横転して転覆 

 

今日は釣れそう！今日も漁が良さそう！ 機関でも感じることが大切です。 
 遊漁船及び漁船の船長及び操縦者の皆さんは、出航前、今日の釣果や漁獲量を予想した

とき、何かしら感が冴えることがありませんか。機関でもそうなのです。「今日は主機の

運転音が心地良く、ドンドン航走（はし）ってくれる。」など、機関でも感じることが大

切です。 

 機関故障を防ぐテクニックのひとつに、「五感を活かす。」というものがあります。 

 五感とは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚及び触覚を指し、機関の点検には欠かせないもので

す。機関を点検して、「ふだんと比べて音がおかしい。」、「焼けた匂いがする。」、「継

ぎ手から油が滲
にじ

んでいる。」など、発航前検査、日頃の保守整備において、五感を活かし

てみましょう。 

なお、冷却水や機関の洗浄には化学薬品が使用されていることがあり、何か分からな

いものについて、口に入れて確認する「味覚」を使うことは避けてください。 
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インシデントの経過： 
・本船は、主機を回転数毎分（rpm）約 1,100 とし、

約 2kn で底引き網をえい網中、同網が根掛かりし

てほとんど止まった状態となった。 

・本船は、船長が網を岩から外そうと燃料ハンドル

を最大近くまで上げて主機の回転数を徐々に上

げていったところ、約 10 分後に主機が停止した。 

・船長は、機関室に向かうと、主機の冷却清水が沸

騰していたので、しばらく経って主機を始動しよ

うとセルモータのスイッチを回したが、セルモー

タが回らず、主機を始動できなかった。 

事例１ 運航不能（機関故障、主機）          平成 29 年 9 月 1 日発生 

 
主機の燃料ハンドルを最大近くまで上げて、岩場に根掛かりした網を外そうとしたとこ

ろ、主機の全シリンダのシリンダライナ、ピストン等が焼き付いた事例 

インシデントの概要：本船（漁船、総トン数 9.98 トン）は、えい
．．

網しながら航行中、突

然、主機が停止して運航不能となった。 

本事例の調査報告書は当委員会ホームページで公表しています。(平成 30年 4月 26日公表) 
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2018/keibi2018-4-10_2017sd0091.pdf 

 

・船長は、本インシデント当時、主機が停止するまで警報音を聞いておらず、主機の停止後に警報

が鳴ったのを聞いた。 

・本船は、船長が無線で救助を求め、僚船にえい航されて港に帰港し、点検の結果、主機の全シリ

ンダのシリンダライナ、ピストン等の焼付きなどが認められた。 

経済運転領域 

過負荷領域 
（トルクリッチ） 

機
関
出
力 

100% 

舶用特性曲線 

軽負荷領域 

機関出力（燃料消費量）は、 
回転数の３乗に比例して増加する 

100% 
機関回転数 
プロペラ回転数 

原因：本インシデントは、本船が、えい
．．

網中、船長が根掛かりした網を外す目的で、回転

数を上げようと燃料ハンドルを最大近くにしたものの、同網が外れず、速力がない状態で

主機の運転が続いたため、主機が上図の過負荷領域の状態で運転され、給気、冷却水及び

潤滑油による冷却が不足し、全シリンダのシリンダライナ、ピストン等が焼き付くなどし

て主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 等 の 防 止 対 策 ）  

・機関は、燃料ハンドルを上げても、既定の回転数近くまで回転数が上がらない場合には、

燃料ハンドルを下げて、過負荷領域とならないようにすること。  

・主機の回転数を上げる際は、冷却水温度、排気温度等に十分注意し、取扱説明書の規定

値以上の運転を避けること。  

・主機の警報装置の作動を定期的に確認すること。 

インシデント前の状況：主機は、ふだんの航行中、冷却清水温度が約 70℃、排気温度が

約 370～380℃であったものの、えい
．．

網中の排気温度が約 500℃まで上がっていた。 

（参考） 
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主機冷却海水ポンプのゴム製インペラが破損した事例 

事例２ 運航不能（機関故障、海水ポンプ）      平成 31 年 4 月 7 日発生 

インシデントの経過： 
・本船は、船長が 1 人で乗り組み、釣り客を乗せ、

05 時 30 分ごろ釣り場に向けて出港した。 

・本船は、06 時 10 分ごろ釣り場に到着して時

折釣り場を変えながら流し釣りを行ったの

ちに移動することとし、11 時 45 分ごろ主機

を始動して南進中、11 時 48 分ごろ主機の警

報が鳴った。 
・船長は、主機を中立運転として主機の冷却清

水温度計を確認したところ、ふだんより温度

が上昇しているのを認め、主機を停止し、主

機冷却清水の量を確認して取り替えた。 

却海水の船外への吐出を点検したところ、吐出量が減少していることに気付き、これ以上運航で

きないと判断して海上保安庁に救助を要請した。 

・本船は、巡視艇にえい航されて港に入港した後、船長が主機冷却海水ポンプを開放して点検を行

ったところ、ゴム製インペラの羽根が経年使用によって衰耗して破損していたので、後に新品と

交換された。 

ゴム製インペラ概略図 
 

インシデントの概要：本船（遊漁船、総トン数5トン未満、9.30ｍ(Lr)、ディーゼル機関、

出力：209.62kＷ）は、南進中、主機の冷却水高温警報が作動した後、主機の運転ができ

なくなり運航不能となった。 

船首方向 

 

 

主機冷却海水ポンプ 

原因：本インシデントは、本船が南進中、主機冷却海水ポンプのゴム製インペラが経年使

用によって衰耗して破損したため、主機の冷却海水量が減少して冷却清水温度が上昇し、

主機の運転ができなくなったことにより発生したものと推定される。 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 等 の 防 止 対 策 ）  

・船長は、船舶の購入に際し、主機冷却海水ポンプのゴム製インペラの取替え時期が不明

な場合には、同インペラの点検を行い、必要に応じて交換すること。 

本事故の調査報告書は当委員会ホームページで公表しています。(令和 2年 1月 30日公表) 
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2020/MI2020-1-3_2019mj0050.pdf 

・船長は、主機を再始動して航行を再開したも

のの、再び主機の冷却清水温度が上昇したの

で、携帯電話で知人から助言を得て、主機冷 

インシデント前の状況：次の事象が連鎖した。 ①主機運転中 → ②主機の警報 →     

③温度計で主機冷却清水温度の上昇を確認 → ④主機停止・運転再開 → ⑤再び主機冷

却清水温度が上昇→ ⑥主機の冷却海水の船外への吐出量が減少→ ⑦運航不能 
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インシデントの経過： 

・本船は、船長ほか 1 人が乗り組み、主機を回転数毎分

約 1,900 とし、いか一本釣り漁の操業中、18 時 45 分

ごろ主機が停止した。 
・船長は、機関室右舷側にある同室出入口の戸を開けたと

ころ、主機の右舷側から潤滑油が噴き出しているのを

認めた。 

・船長は、主機右舷側に付設された‘燃料油噴射ポンプ可

動部への給油用入口パイプ’（本件パイプ）が破損して

いることを確認し、機関室の右舷側に潤滑油が拡散し

ていたので主機の運転を断念し、本船は僚船にえい
．．

航

されて漁港に帰った。 
・本船は、主機を開放点検した結果、６番シリンダにおい

て、ピストンがピストンピンの位置で割損、ピストンピ

ンの焼付き、シリンダライナの焼損、クランク軸の曲

損、連接棒によるシリンダブロック左舷側の破口、同破

口による油受内の潤滑油の流失等が、5 番シリンダで

は、ピストン及びシリンダライナの焼損等を生じたこ

とが判明した。 

事例３ 運航不能（機関故障、主機）       平成 27 年 1 月 21 日発生 

機関各部への潤滑油の給油量が著しく減少して潤滑が阻害された事例 

インシデントの概要：本船（漁船、総トン数14トン、17.11ｍ(Lr)、ディーゼル機関、出

力：478.10kＷ）は、操業中、主機の運転ができなくなり運航不能となった。 

燃料油噴射ポンプ 

破損部 

本件パイプの取付け状況 

原因：本インシデントは、夜間、本船が操業中、本件パイプが破損したため、主機の潤滑

油が破損部から噴き出し、各部の給油量が著しく減少して潤滑が阻害され、６番シリンダ

のピストンが割損し、シリンダブロックに破口を生じ、主機の運転ができなくなったこと

により発生したものと考えられる。 
本件パイプは、防振用の金具が取り外された状態で機関振動等を受け続けて材料が疲労

し、破損したものと考えられる。 
 

・主機付設の燃料油噴射ポンプの給油用パイプは、防振用の金具を取り付けて固定した

上、日常の点検で異常の有無を確認し、必要に応じて適切に交換すること。 

本事故の調査報告書は当委員会ホームページで公表しています。(平成 27年 12月 17日公表) 
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2015/MI2015-12-1_2015mj0057.pdf 

 

インシデント前の状況：本件パイプは、数年前に防振用の金具部分が擦れて破損したので、 

（修理後に）同金具が取り外され、機関振動等を受ける状態であった。 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 等 の 防 止 対 策 ）  
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インシデントの経過： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例４ 運航不能（機関故障、逆転減速機）    平成 31 年 3 月 22 日発生 

・本船は、船長が 1 人で乗り組み、航行中、  

主機の逆転減速機が半クラッチの状態となっ

て嵌合できず、運航不能となり、僚船により

港にえい航された。 

・船長が、主機逆転減速機を開放したところ、

作動油のこし
・ ・

器エレメントが破損して配管に

ゴミ等が混入していることを確認し、配管の

掃除を行った。その後、機関整備業者がこし
・ ・

器エレメントを交換した。  

逆転減速機のこし
・ ・

器エレメントが破損、クラッチにゴミが入り作動が阻害された事例 

インシデントの概要：本船（漁船、総トン数 4.94 トン、ディーゼル機関、出力：36.78kW）

は、航行中、主機の逆転減速機が半クラッチの状態となって嵌合
か ん ご う

できなくなり運航不能と

なった。 

 

こし
・ ・

器 

ポンプ 
ク
ラ
ッ
チ
作
動
油 

軸
受
潤
滑
油 

減速機潤滑油系統概略図とこし
・ ・

器エレメント 

※本図は本事故のものではありません 

原因：本インシデントは、本船が、航行中、作動油のこし
・ ・

器エレメントが破損していたた

め、作動油の配管にゴミ等が混入して詰まり、作動油の圧力が低下し、主機の逆転減速機

が半クラッチの状態となって嵌合できなくなったことにより発生した可能性があると考

えられる。 

船長は、本インシデント後に、本減速機のこし
．．

器を開放してエレメントの破損を確認し

た【こし
．．

器を開放するまでエレメントの破損に気付かなかった。】 

 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 等 の 防 止 対 策 ）  

・クラッチの作動油のこし
・ ・

器は、定期的に点検及び整備を行うこと。 

本事故の調査報告書は当委員会ホームページで公表しています。(令和元年9月 26日公表) 
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2019/keibi2019-9-30_2019nh0024.pdf 

他に、次のような原因により、逆転減速機/クラッチが作動不良となる事例があります。 

◎ 新造後クラッチ作動用ワイヤの状態の点検が行われておらず、クラッチレバーを操

作した際、同ワイヤが経年劣化により破断したため、クラッチが嵌合不能 

◎ 航行中、クラッチ箱の腐食が発見されず、作動油の漏えいが続いていたため、クラッ

チの作動油が不足して同油の圧力が低下し、クラッチが嵌合不能 

◎ 主機逆転減速機の作動油量が不足し、劣化していたため、同減速機の前進側クラッチ

板がスリップして発熱し、同クラッチ板が変形してクラッチが嵌合不能 

インシデント前の状況：本船は、本インシデント発生の約 4 か月前に作動油が交換されて

以降、こし
・ ・

器エレメントの点検が行われていなかった。 
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事故の経過： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本船は、船長ほか 1 人が乗り組み、釣り客を乗せ、

04 時 45 分ごろ遊漁の目的で港を出発し、釣り場

に到着し、機関を中立運転として釣り客が遊漁を開

始した際、甲板員が前部甲板左舷側の機関室出入口

扉付近から煙が出ていることに気付いた。  
・船長は、機関室内が煙で充満し、主機の左舷船尾方

に火災を認め、前部甲板の散水ポンプを利用して消

火作業を開始し、僚船に無線で救助を依頼した。  
・船長は、05 時 40 分ごろ、火勢が衰えなかったの

で、釣り客等に退船を指示し、自らも海に飛び込み、

海面で互いが離れないよう声を掛け合って救助を

待ち、05 時 50 分ごろ漁船２隻に救助された。  
・本船は、巡視船の放水により鎮火したものの、沈没

し、後日引き揚げられて陸揚げされ、現場調査によ

り、前部甲板よりも後部甲板に強い焼けが、後部甲

板右舷側よりも後部甲板左舷側に強い焼けが認め

られた。この場所には配電盤が設置されており、電

気配線がまとめられていた。 

事例５ 遊漁船火災（電気系統、電気配線）     平成 29 年 5 月 2 日発生 
 
電気配線の被覆が劣化し、断線による接触不良箇所が生じ、発熱して同配線の被覆及び付

近の可燃物に引火して出火した事例  

事故の概要：本船（遊漁船、総トン数 4.9 トン、11.08ｍ(Lr)、船質：FRP、ディーゼル

機関、出力：316.27kＷ）は、遊漁中、火災が発生し、機関室等に焼損を生じ、鎮火後に

沈没した。 

被覆が焼けた状態の電気配線 

原因：本事故は、本船が、港の南東方沖において遊漁中、後部甲板左舷側下部付近から出

火したことにより発生したものと考えられる。 

本船は、船内の電気配線が建造時から交換されずに使用され、後部甲板左舷側下部にま

とめられていた電気配線の被覆が劣化し、断線による接触不良箇所が生じたことから、発

熱して同配線の被覆及び付近の可燃物に引火し、出火した可能性があると考えられる。 

・魚群探知機等の電気機器が作動しなくなる不具合を生じた場合は、電気配線の接触不良

等の可能性があるので、速やかに点検すること。 

本事例の調査報告書は当委員会ホームページで公表しています。(平成 30年 5月 30日公表) 
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2018/MA2018-5-8_2017yh0053.pdf 

事故前の状況：船長は、魚群探知機が作動しなくなる不具合を数回経験したことがあり、

本事故当日も不具合が生じたので、本事故発生直前まで、同探知機の電源の入切を繰り返

しており、また、他の操縦者からレーダーが作動しなくなる不具合があると聞いていた。 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 等 の 防 止 対 策 ）  

右舷側 左舷側 

左舷側 

右舷側 

船底 

引揚げ後の本船 

・本船は、建造時から電気配線が交換されないまま使用され、絶縁抵抗試験を行っていなかった。 
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事例６ 係留中の火災（電気系統）        平成 27 年 1 月 30 日発生 

無人で係留中、上甲板船首部でコンセントに接続して巻いて置かれていた水中ポンプの電

気配線が短絡して火災が発生した事例 

事故の概要：本船（漁船、総トン数13トン、16.45ｍ(Lr)、船質：FRP、ディーゼル機関、

出力：569kW）は、係留中に火災が発生した。 

船首部の焼損状況 
 

本船の焼損状況 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 防 止 策 ）  

 電気配線は、折り曲げたり、巻いたりして置かないこと。 

 船内を無人にして離船する際は、配電盤の使用していない機器等のスイッチを切ってお

くこと｡  

 電気系統は、付属された設備を含めて絶縁抵抗を定期的に計測すること｡ 

本事故の調査報告書は当委員会ホームページで公表しています。(平成 28年 2月 26日公表) 
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2016/MA2016-2-44_2015mj0046.pdf 

事故の経過： 
・本船は、一本釣り漁を終え、03 時 00 分ごろ、漁港に右

舷着けし、陸上電源が接続されて船内に給電された。  

・船長は、船橋の左舷側後方に設けられた送風機を運転し

て魚倉に酸素を送るなどの作業を行い、夕方に帰宅した｡  

・本船は、地元の漁師が翌日 03 時 15 分ごろ本船の船首部

から火柱が出ていることを目撃して消防団に連絡し、消

火作業が行われ、05 時 10 分ごろ鎮火が確認された。 

・本船は、配電盤が操舵室に設けられ、陸上電源用プラグ差

込口から給電された交流 220V が変圧器に流れて  

100V に降圧された後、充電器に流れて直流 24V に変換

され、配電盤から 24V 用コンセントに給電されていた。 

・本船は、本事故当時、配電盤のスイッチが全て入ってお

り、使用されていた電気機器は、送風機及びいか
．．

が積載

された魚倉の照明灯であった。消防署によれば、本船は

水中ポンプ用の電気配線の導体に短絡痕が確認された。 

事故前の状況：本船は、24V 用コンセントが上甲板の右舷船首部に設けられ、水中ポンプ

用の電気配線が巻かれた状態で置かれており、本事故当時、通電状態であった。 

約 2 年前から水中ポンプ用配線を含めて電気系統の絶縁抵抗が計測されていなかった｡ 

原因：本事故は、夜間、本船が、漁港に無人で係留中、船首部中央付近の水中ポンプ用配

線が短絡したため、配線被覆から出火したことにより発生したものと考えられる。  

本船は、通電状態であった水中ポンプ用配線に発熱を生じて絶縁が低下し、同配線の導

体が短絡して被覆から出火したものと考えられる。 
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事故の経過： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ船に搭載されていた自動操舵装置は、操縦権を操舵室から船尾甲板にあるリモコン２台に切り

換えて操舵するリモコンモードの機能があり、本事故後、船長Ｂが修理業者に修理を依頼した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ船は、自動操舵で航行中、自動操舵装置の設定した針路が左方又は右方にずれていた不具合が

みられ、リモコンの内部にある‘舵角ツマミの舵角信号を自動操舵装置に知らせる抵抗器’（以下「ポ

テンショメータ」という。）とポテンショメータに繋がっている電圧を変化させる信号を送る電線

との接触不良があることが分かり、両方の交換が行われた。 

修理業者は、ポテンショメータと接続電線との接触不良により、Ｂ船の航行中、自動操舵装置が

一時的にポテンショメータからリモコンが中立になっていない信号を読み取っていた可能性が高

いとの見解を示した。 

 

 
 

・船長Ａが１人で乗り組み、釣り客を乗

せ、釣りの目的で、07 時 00 分ごろ港

を出港し、07 時 15 分ごろ漁場に到着

後、漂泊した状態で釣りを行った。  

・12 時 00 分ごろ、釣り客が船長 A の

指示により片付けを開始し、船長 A

が、操舵室から甲板上に出て、釣り客

それぞれに釣果を尋ねて回り、会話を

していたところ、船尾部で衝撃音が発

生し、B 船と衝突したことにより後部

甲板右舷側にいた釣り客 2 人が痛み

を訴えて足などから出血した。 

・船長Ｂほか 1 人が乗り組み、底引き網漁を行う操業を

繰り返し、11 時 50 分ごろ、次の漁場に向け、約 14

～15kn の速力で航行し、自動操舵に切り換え、約

235°の針路を設定した。 

・船長Ｂが、魚群探知機に現れた魚群の反応を確かめて

いたところ、ふと船首方を見ると、至近となったＡ船

を認め、とっさに舵輪を回したが A 船と衝突した。 

電線 ポテンショメータ 

・船長Ｂが、レーダーと目視により見張りを行っていた

ところ、11 時 57 分ごろ右舷船首方約 3 海里（Ｍ）付

近に A 船の映像を認め、A 船が漂泊中であり、原針路

のままで A 船の南側を通過できると思い、同じ針路及

び速力で航行を続けた。 

事例７ 遊漁船漁船衝突（電気系統、制御装置） 平成 31 年 2 月 11 日発生 

漂泊していた遊漁船（Ａ船）に、漁船（Ｂ船）が、自動操舵装置の電気配線の接触不良が

生じ設定した針路が右方にずれたまま航行し、衝突した事例 

事故の概要：A船（遊漁船、総トン数19トン）が遊漁の目的で漂泊中、B船（漁船、総ト

ン数14トン）が航行中、両船が衝突、A船は、釣り客2人が負傷し、右舷船尾部外板の破

損等を、B船は、左舷船首部外板に亀裂を生じた。 

自動操舵装置 

A 船 B 船 
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事故発生経過概略図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ｂ船 船長Ｂが魚群の反応を 
確かめていた場所 

Ｂ船 

Ａ船 
本事故現場 

衝突状況図 
航跡が右方にずれ始めた場所 

Ａ船 

Ｂ船が向かっていた漁場 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 等 の 防 止 対 策 ）  

・自動操舵で舵の作動状況に異常が見られる状況で運航する場合は、手動操舵で操船する

こと。異常がある場合、製造業者による点検整備を行い、修理して運航すること。 

・船長は、漂泊中、適宜、レーダーを適切なレンジに切り換えて接近する他船の有無を確

認し、他船が接近する可能性を想定し、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

本事故の調査報告書は当委員会ホームページで公表しています。(令和 2年 3月 26日公表) 
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2020/MA2020-3-16_2019yh0019.pdf 

 

事故前の状況：A 船は、船長 A が、釣り客との会話に夢中になって漂泊を続けていた。 

B 船は、船長 B が自動操舵により航行中、時々、自動操舵装置のリモコンモード表示が点

滅状態から消えた後に設定した針路が左方又は右方に約 3～7°ずれていたことがあり、 

その都度設定し直して針路を修正しており、本事故の約 3 か月前、自動操舵の確認を行う

目的で航行したとき、前述の事象が起こっていた。 

原因：本事故は、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が自動操舵により設定針路が右方にずれた状態で西

南西進中、船長Ａが、釣り客との会話に夢中になった状態で漂泊を続けたため、Ｂ船がＡ

船に向かって接近する状況に気付かず、また、船長Ｂが、魚群探知機に現れた魚群の反応

に集中して航行を続けたため、針路が右方にずれていたことに気付かず、両船が衝突した

ものと考えられる。 

Ｂ船は、自動操舵で航行中にリモコンモード（舵中央）に切り替えて航行した場合、保針

を続けずに変針する状況となったこと、及び本事故当時のＧＰＳプロッターの航跡が約

10°右方にずれた後、真っ直ぐ保針して航行する針路であったことから、自動操舵装置が

一時的にリモコンモードとなって自動操舵の設定針路が右方にずれた後、自動操舵により

保針した航行をしたものと考えられる。  
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事故の経過： 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・船長は、主機の始動後に、錨を揚げようとした

ところ、22 時 30 分ごろバッテリ電源で点灯し

ていたマスト灯が消灯し、また、右舷側への船

体の傾きを感じたので機関室及びその後方にあ

るバッテリ庫を確認し、機関室等が浸水してい

ることに気付いた。  

・本船は、船長が 1 人で乗り組み、一本釣り漁業

の目的で、18 時 00 分ごろ港を出港し、漁場に

着いて錨泊し、主機を停止して漁を行っていた

が、風と波を受けて横揺れが激しくなったので、

早めに帰港することにした。  

・本船は、僚船にえい航されて帰港し、排水作業

を行い、浸水箇所を調査したところ、バッテリ

庫を貫通する主機の排気兼冷却海水船外排出管

（以下「排気管」という。）のゴム製排気管部に

破口、主機等に濡損を生じ、廃船処分された。  

事例８ 浸水（排気ガス系統、排気管）       令和元年 7 月 27 日発生 

錨泊中、船体が横揺れする状況下、ゴム製排気管に破口を生じ、海水が排気管の排出口か

ら排気管内に逆流して同破口から船内に流入し、浸水した事例 

事故の概要：本船（漁船、総トン数 4.7 トン、9.90ｍ(Lr)、ディーゼル機関、漁船法馬力
70）は、錨泊中、主機の排気兼冷却海水船外排出管系統に破口を生じ、機関室が浸水、主
機等に濡損を生じた。  

船外へ至る 

破口箇所 
内部が炭化 

機関室とバッテリ庫間の隔壁に 
開けられた排気管の貫通口の隙間 

 

バッテリ庫内 
 

至 船尾外板右舷側下方に 
設けられた排気管船外排出口 
 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 等 の 防 止 対 策 ）  

・湿式排気管は、定期的に排気管系統の点検を行うことが望ましい。  

・主機の排気管は、金属製のものが望ましい。 

本事故の調査報告書は当委員会ホームページで公表しています。(令和 2年 4月 30日公表) 
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2020/MA2020-4-21_2019mj0095.pdf 

事故前の状況：排気管を構成するゴム製排気管は、破口が金属製配管との接続部付近の上

部に生じており、内部が焼損（炭化）して斜めに割損していた。 

本船は、右舷側の魚倉に海水が入れられており、右舷側に少し傾いた状態で、排気管船

外排出口の約 1／4 が海面下に水没し、排気管内の途中まで海水が流入していた。 

原因：本事故は、夜間、本船が錨泊中、船体が右舷側に傾斜した状態で風波によって横揺

れする状況下、バッテリ庫内を貫通するゴム製排気管に破口を生じたため、船尾外板右舷

側下方に設けられた排気管船外排出口が横揺れで水没し、海水が同排出口から排気管内に

逆流して同破口から船内（機関室等）に流入し、浸水したものと考えられる。  

ゴム製排気管は、以前に主機が冷却海水不足の状態で運転された際、排気ガスで生じた

焼損部が、割損して破口を生じた可能性があると考えられる。 
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事例９ 沈没（機関故障、軸系）          平成 30 年 3 月 15 日発生 

航行中、自在継手を覆う水濡れ防止のゴム製ベローズ内に水が入り、自在継手が腐食して

破断し、船体のシール等と共に抜け、開口した軸穴から浸水して沈没した事例 

事故の概要：本船（漁船、総トン数1.5トン、8.54ｍ(L)、ディーゼル機関、出力：73kＷ）

は、航行中、船尾外板の軸穴から浸水して沈没した。 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 等 の 防 止 対 策 ）  

・船内外機船の自在継手が腐食すれば、軸穴から浸水して沈没するおそれがあることを認

識し、ベローズ、バンド、自在継手の点検及び整備を適切に行うこと。 

本事故の調査報告書は当委員会ホームページで公表しています。(平成 31年 2月 28日公表) 
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2019/MA2019-2-29_2018hs0046.pdf 

事故前の状況：定期点検一覧表には、ベローズ等は 300 時間又は 3 か月ごとに点検し、

1 年ごとに交換すること、自在継手は 300 時間又は 3 か月ごとに点検することとなって

いた。船長は、自在継手に腐食等が発生していると思わず、定期点検を行っていなかった。 

原因：本事故は、本船が南進中、船長が、ベローズ、バンド及び自在継手の点検を適切に

行っていなかったため、腐食していた自在継手が破断して船内側に抜け、開口した船尾外

板中央部の軸穴から浸水して沈没したものと考えられる。 

事故の経過： 
・本船は、船長が 1 人で乗り組み、活魚を届ける目的

で、08 時 15 分ごろ係留地を発し、約 11.5 ノット

の対地速力で航行した。  

・船長は、08 時 46 分ごろ、ガシッという異音と同時

にドライブユニット（外機）が停止したので、チルト

アップして外機を見たが異常を認めなかった。  

 
 

・船長は、機関室で、主機（内機）と外機をつなぐユニ

バーサルジョイント（自在継手）が船内側に抜け、開

口した船尾外板中央部の軸穴から浸水しているのを

認め、瞬く間に浸水して船尾部が水没したので、本事

故の発生を通報し、救命胴衣を着用して本船を離れ、

泳いでいたところを旅客船に救助された。 

・本船は 08 時 50 分ごろ船首部を上方に向けた状態で

沈没した。 

・本船は、自在継手が、腐食して破断したのち、シール

等と共に船内側に抜け、直径約 15cm の軸穴が開 

口していた。製造者によれば、自在継手は、水濡れしないようベローズ（ゴム製蛇腹管）で覆わ

れていたが、内部に入った海水により腐食したとのことであった。 

 

内機 中間軸

ベアリング 

シール 
自在継手 

ベローズ

船尾外板 

外機 

・ベローズ内に海水が入った要因は、①船体に付着したかき
．．

等との接触による損傷、②ベローズを

固縛するバンドの緩み、③バンドを巻き締めていた箇所の劣化や損傷による隙間が生じていたこ

とがあったものと考えられる。 

 

船尾甲板
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事故の経過： 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・本船は、船長が 1 人で乗り組み、はえ縄漁の目

的で、11 時 00 分ごろ漁港を出港し、漁場に着

き、右舷側燃料油タンクの油量が少なくなった

ので、左舷側燃料油タンクの燃料油取出し弁を

開いて両舷のタンクから燃料油が供給された。  

・船長は、陸岸から約 30ｍ離した場所にはえ縄を

投入した後、しばらくして前部甲板の右舷側で

遠隔操縦装置を使用して主機を前後進させな

がら、巻揚げ機ではえ綱を揚げ始めた。  

・本船は、船長が、12 時 10 分 ごろ、主機を後進としていたところ、突然主機が停止したので、

操舵室へ行き、主機の始動を試みたが、クラッチを後進に入れた状態としていたことを忘れ、始

動することができず、風潮流によって南東方へ圧流されていたので、錨を船首から投入したもの

の、12 時 20 分ごろ右舷船尾から岩場に乗り揚げた。 
・船長は、本事故の通報を行った後、船体の状況を確認し、船底に破口を生じて魚倉、機関室等が

浸水しているのを認めた。本船は、えい
．．

船で引き下ろされた後、陸揚げされた。 

事例１０ 乗揚（燃料供給不足）          平成 30 年 1 月 29 日発生 

操業中、両舷燃料油タンクの油量が低下して燃料供給不足となり、また、主機のクラッチ

を中立位置にすることを失念して始動できなかった事例 

事故の概要：本船（漁船、総トン数3.0トン、10.10ｍ(Lr)、ディーゼル機関、出力：201kW）

は、はえ
．．

縄の揚収作業中、乗り揚げ、船底の破口等を生じた。 

油面計開閉弁 左:上側 右:下側 
 

左舷側燃料油タンク 

燃料油管（右舷側燃料油タンクへ） 燃料油取出し弁 

再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 等 の 防 止 対 策 ）  

・燃料油タンク内の使用できない油量を考慮し、必要な燃料を搭載しておくこと。  

・主機始動の際には、クラッチレバーが中立運転位置にあることを確認すること。 

本事故の調査報告書は当委員会ホームページで公表しています。(平成 30年 4月 26日公表) 
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2018/MA2018-4-45_2018ns0006.pdf 

事故前の状況：燃料油タンクは、タンク下端から約 2.5 ㎝の高さに燃料油取出し弁及び油

面計下端部の開閉弁が取り付けられ、燃料油取出し弁取付け位置より下部の燃料油（両タ

ンクで約４３ℓ）が使用できない構造となっていた。 

本船は、出港時、船長が両タンクの燃料油残量から翌日に補油をすればよいと考えて出

漁し、両舷燃料油タンクから燃料油を供給した際、油量が両タンク共に油面計下端から約

2 ㎝の高さとなっており、補油の目安としていた高さ（残量）となっていた。 

原因：本事故は、本船が、はえ
．．

縄の揚収作業中、主機が停止して始動できなかったため、

風潮流に圧流され、岩場に乗り揚げたものと考えられる。  

主機は、船体が横揺れして燃料油タンクの油面が低下した際、燃料油取出し口から空気

を吸い込み、燃料油の供給が阻害されて停止した可能性があり、また、クラッチが後進の

位置にあったことから、始動できなかったものと考えられる。 

  


